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【提出日】平成30年3月2日(2018.3.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
結合部分（ｍｏｉｅｔｙ）及びエフェクタ部分を含む、結合部分‐薬物コンジュゲート（
ＳＤＣ‐ＴＲＡＰ）であって、前記結合部分がＨｓｐ９０阻害剤であるＳＤＣ－ＴＲＡＰ
。
【請求項２】
前記Ｈｓｐ９０阻害剤は、ゲルダナマイシン、マクベシン、トリプテリン、タネスピマイ
シン、及びラジシコールからなる群から選択される、請求項１に記載のＳＤＣ‐ＴＲＡＰ
。
【請求項３】
前記エフェクタ部分は細胞毒性部分である、請求項１に記載のＳＤＣ‐ＴＲＡＰ。
【請求項４】
前記細胞毒性部分は、ＳＮ‐３８、ベンダムスチン、血管破壊剤（ＶＤＡ）、ドキソルビ
シン、ペメトレキセド、ボリノスタット、レナリドミド、イリノテカン、ガネテスピブ、
ドセタキセル、１７‐ＡＡＧ、５‐ＦＵ、アビラテロン、クリゾチニブ、ＫＷ‐２１８９
、ＢＵＭＢ２、ＤＣ１、ＣＣ‐１０６５、アドゼレシン、フルベストラント、トポテカン
、全ＣＤＫ阻害剤、ＥＧＦＲ／ＥＧＦＲ２阻害剤、ＶＥＧＦＲ阻害剤、ｍＢＲＡＦ阻害剤
、ＢＣＲ‐ＡＢＬ／Ｋｉｔ阻害剤、キナーゼ阻害剤、エピジェネティックレギュレータ、
プロテアソーム阻害剤、ＩＤＯ阻害剤又はこれらのフラグメントからなる群から選択され
る、請求項３に記載のＳＤＣ‐ＴＲＡＰ。
【請求項５】
前記細胞毒性部分は、フラボピリドール、ラパチニブ、アキシチニブ、ベムラフェニブ、
イマチニブ、スタウロスポリン、パノビノスタット、カルフィルゾミブ、ＩＮＣＢ０２４
３６０及びメチルトリプトファンからなる群から選択される、請求項４に記載のＳＤＣ‐
ＴＲＡＰ。
【請求項６】
ＳＤＣ‐ＴＲＡＰの分子量は約１６００ダルトン未満、約１２００ダルトン未満、約８０
０ダルトン未満、約６００ダルトン未満、又は約４００ダルトン未満である、請求項１に
記載のＳＤＣ‐ＴＲＡＰ。
【請求項７】
前記結合部分及び前記エフェクタ部分は共有結合で付着している、請求項１に記載のＳＤ
Ｃ‐ＴＲＡＰ。
【請求項８】
前記結合部分及び前記エフェクタ部分はリンカーによって共有結合で付着しており、前記
リンカーは任意選択で開裂可能なリンカーを含む、請求項７に記載のＳＤＣ‐ＴＲＡＰ。
【請求項９】
前記リンカーは、ジスルフィド、カルバマート、アミド、エステル、及びエーテルのリン
カーからなる群から選択される、請求項８に記載のＳＤＣ‐ＴＲＡＰ。
【請求項１０】
受動拡散又は能動輸送によって細胞内に入ることができる、請求項１に記載のＳＤＣ‐Ｔ
ＲＡＰ。
【請求項１１】
前記結合部分は８００ダルトン未満の分子量を有するか、前記エフェクタ部分は８００ダ
ルトン未満の分子量を有する、請求項１に記載のＳＤＣ‐ＴＲＡＰ。



(3) JP 2017-507150 A5 2018.4.12

【請求項１２】
疾患又は障害を有する対象者の治療に使用するための、治療上有効な量の少なくとも１つ
の請求項１に記載のＳＤＣ‐ＴＲＡＰ。
【請求項１３】
前記疾患又は障害は、がん、紫外線角化症、慢性気管支炎及び喘息からなる群から選択さ
れる、請求項１２に記載のＳＤＣ‐ＴＲＡＰ。
【請求項１４】
前記がんが肺がん、結腸がん、乳がん、皮膚がん、又は膀胱がんである、請求項１３に記
載のＳＤＣ‐ＴＲＡＰ。
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